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患
者
負
担
増
盛
り
込
む

「
医
療
保
険
改
革
法
」

「
医
療
保
険
改
革
法
」はは
廃
案
廃
案
にに
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消
費
税
が
関
税

障
壁
に
な
る
こ
と

を
ご
存
じ
だ
ろ
う

か
。
米
国
は
、
消

費
税
は
関
税
で
あ

り
、
輸
出
企
業
へ
の
輸
出
戻
し

税
は
輸
出
補
助
金
と
見
て
い
る

こ
と
か
ら
、
消
費
税
を
導
入
し

て
お
ら
ず
、
導
入
し
た
国
に
は

報
復
を
行
う
と
い
う
▼
日
本
が

消
費
税
を
導
入
し
た
１
９
８
９

年
に
は
日
米
構
造
協
議
、
94
年

か
ら
は
年
次
改
革
要
望
書
、
消

費
税
が
増
税
さ
れ
た
97
年
に
は

金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
と
、
ア
メ
リ

カ
の
規
制
緩
和
要
求
が
あ
り
、

こ
の
た
め
に
私
た
ち
の
休
業
保

障
制
度
も
普
及
停
止
に
追
い
込

ま
れ
た
。
消
費
税
10
％
案
が
出

さ
れ
た
２
０
１
０
年
か
ら
は
日

米
経
済
調
和
対
話
、
12
年
に
増

税
法
が
可
決
成
立
し
た
の
を
受

け
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
議
が
本
格
化
し

て
い
る
▼
以
上
は
協
会
で
講
演

い
た
だ
い
た
、
岩
本
沙
弓
大
阪

経
済
大
学
客
員
教
授
の
著
書

『
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
消
費
税

を
許
さ
な
い
』
の
内
容
だ
。
同

氏
は
長
年
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業

務
に
携
わ
り
、
日
本
経
済
新
聞

社
発
行
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
に
為

替
見
通
し
を
執
筆
し
て
き
た
。

歴
史
の
審
判
を
仰
ぐ
た
め
、
30

年
経
て
ば
原
則
公
開
さ
れ
る
米

国
公
文
書
を
駆
使
し
、
国
民
を

欺
く
日
米
経
済
戦
争
の
真
相
に

迫
っ
て
い
る
。
円
ド
ル
レ
ー
ト

の
適
正
水
準
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
る
▼
後
書
き
で
は
「
一

般
庶
民
の
生
活
の
安
定
を
図
る

こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
人
が
生

き
て
い
く
た
め
に
は
社
会
全
体

が
気
持
ち
に
も
懐
に
も
余
裕
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
は

「
一
部
の
強
者
の
利
害
を
超
え

て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
」
と
、
格

差
や
貧
困
に
反
対
す
る
ピ
ケ
テ

ィ
や
セ
ン
に
も
通
じ
る
考
え
を

示
さ
れ
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ

を
背
負
っ
た
母
や
長
女
と
の
関

係
が
原
点
に
あ
る
と
書
か
れ
て

お
り
納
得
さ
せ
ら
れ
た 

（
水
）

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事
反原発☆統一行動　参加記

統一地方選 政策解説㊦「国保の都道府県化」

２面

歯科定例研より
小児の外傷－応急処置から長期経過まで

研
面
究 ６面

５面

松本議員が追加署名5,400筆引き受け
　

協
会
・
保
団
連
は
３
月
19
日
、
患
者
負
担
増
を
盛
り
込
ん
だ

「
医
療
保
険
制
度
改
革
関
連
法
案
」
の
成
立
を
阻
止
し
よ
う

と
、
国
会
要
請
行
動
を
実
施
。
兵
庫
協
会
か
ら
武
村
義
人
副
理

事
長
、
正
木
茂
博
理
事
が
参
加
し
、
民
主
党
の
松
本
剛
明
衆
議

院
議
員
、
共
産
党
の
堀
内
照
文
衆
議
院
議
員
に
計
８
５
０
０
筆

の
「
ス
ト
ッ
プ
患
者
負
担
増
」
請
願
署
名
を
手
渡
し
た
。
ま

た
、
会
員
４
８
４
人
分
の
「
新
た
な
患
者
負
担
増
を
や
め
、
窓

口
負
担
の
大
幅
軽
減
を
求
め
る
」
院
長
署
名
の
リ
ス
ト
と
声
を

関
係
大
臣
に
提
出
し
、
現
場
の
医
師
の
声
を
届
け
た
。

３・19国会
要請行動

　

要
請
で
は
、
松
本
剛
明
（
民

主
）、
堀
内
照
文
（
共
産
）、
井

坂
信
彦
（
維
新
）
各
衆
議
院
議

員
、
山
下
芳
生
（
共
産
）
参
議

院
議
員
と
懇
談
し
た
。

　

正
木
理
事
は
「
開
業
し
て
27

年
経
つ
が
、
患
者
の
負
担
が
重

く
な
り
、
受
診
抑
制
が
起
き
て

い
る
と
感
じ
る
。
慢
性
疾
患
で

月
に
１
回
検
査
や
投
薬
を
行
う

と
、
患
者
窓
口
負
担
が
１
万
円

近
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
年
金

の
受
給
額
も
下
が
る
中
、
こ
れ

以
上
の
患
者
負
担
は
や
め
る
べ

き
だ
」
と
訴
え
た
。

　

「
ス
ト
ッ
プ
患
者
負
担
増
」

署
名
の
紹
介
議
員
を
引
き
受
け

た
松
本
議
員
に
追
加
５
３
６
３

筆
の
署
名
を
手
渡
し
、
松
本
氏

は
「
患
者
負
担
は
減
ら
す
べ
き

だ
。
消
費
税
に
つ
い
て
は
協
会

と
意
見
が
違
う
が
、
一
致
で
き

る
と
こ
ろ
は
協
力
し
て
い
き
た

い
」
と
し
た
。

　

同
じ
く
紹
介
議
員
の
堀
内
議

員
は
「
国
保
料
や
患
者
負
担
な

ど
の
議
論
は
４
月
が
山
場
に
な

る
。
今
後
も
国
会
で
取
り
上
げ

て
い
き
た
い
」
と
し
、
先
月
に

続
き
追
加
署
名
３
１
０
２
筆
を

手
渡
し
た
。

　

井
坂
議
員
は
医
療
保
険
制
度

改
革
に
つ
い
て
「
議
論
は
こ
れ

か
ら
。
党
内
で
も
十
分
に
議
論

し
て
い
き
た
い
」
と
し
、
山
下

議
員
は
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

「
国
庫
負
担
割
合
を
増
や
す
よ

う
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
」
と

回
答
し
た
。

「
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
を
」

国会内
集　会

　

同
日
に
開
催
さ
れ
た
「
安
全

・
安
心
の
医
療
・
介
護
を
」
国

会
内
集
会
（
い
の
ち
ま
も
る
ヒ

ュ
ー
マ
ン
チ
ェ
ー
ン
会
議
が
主

催
）
に
も
参
加
。
医
療
団
体
や

看
護
師
団
体
が
出
席
し
、
本
田

宏
済
生
会
栗
橋
病
院
院
長
補

佐
、
川
島
み
ど
り
日
本
赤
十
字

看
護
大
学
客
員
教
授
、
伊
藤
真

美
花
の
谷
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

（
千
葉
県
開
業
）
の
３
人
が
あ

い
さ
つ
を
行
っ
た
。

　

協
会
か
ら
は
武
村
副
理
事
長

が
発
言
。
患
者
か
ら
「
60
日
分

処
方
さ
れ
た
薬
を
１
日
お
き
に

飲
み
、
３
〜
４
カ
月
ご
と
に
受

診
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
医
療

費
が
高
い
」
と
の
手
紙
が
寄
せ

ら
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
、「
政

府
が
進
め
る
改
悪
案
の
中
身
を

患
者
に
伝
え
、
一
緒
に
反
対
を

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
呼
び
か
け
た
。
国
会
議

員
も
多
数
か
け
つ
け
、
連
帯
の

あ
い
さ
つ
を
行
っ
た
。

　

集
会
の
最
後
に
は
ア
ピ
ー
ル

を
採
択
し
、
誰
も
が
安
心
し
て

受
け
ら
れ
る
医
療
・
介
護
を
政

府
・
国
会
議
員
に
対
し
て
求
め

て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。

更
が
な
か
っ
た
が
、
介
護
保
険

法
改
定
に
よ
り
介
護
予
防
通
所

介
護
・
訪
問
介
護
が
市
町
村
の

行
う
「
新
総
合
事
業
」
に
段
階

的
に
移
行
さ
れ
る
な
ど
、
大
幅

マ
イ
ナ
ス
２
・
27
％
も
の
大
幅

な
引
き
下
げ
が
実
施
さ
れ
、
多

く
の
単
価
引
き
下
げ
や
加
算
の

廃
止
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

　

居
宅
療
養
指
導
管
理
料
は
変

る
）
で
は
清
水
映
二
・
高
森
信

岳
両
理
事
が
講
師
を
務
め
た
。

　

改
定
に
関
す
る
厚
労
省
の
告

示
・
通
知
が
大
幅
に
遅
れ
、
介

護
現
場
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て

い
る
中
、
２
日
間
で
１
１
８
医

療
機
関
・
事
業
所
か
ら
１
９
７

人
が
参
加
し
た
。

　

今
次
介
護
報
酬
改
定
で
は
、

　

協
会
は
３
月
25
日
と
28
日
に

２
０
１
５
年
介
護
報
酬
改
定
研

究
会
を
開
催
。
25
日
の
神
戸
会

場
（
兵
庫
県
農
業
会
館
）
で
は

吉
岡
巌
副
理
事
長
が
、
28
日
の

姫
路
会
場
（
姫
路
じ
ば
さ
ん
び

講師の説明に、熱心に聞き入る会員・スタッフら
（３月25日、神戸会場）　　　　　　　　　　　　

大幅マイナスで
介護が困難に

ストップ患者負担増ストップ患者負担増
 署名ご協力ください 署名ご協力ください

◀
署
名
用
紙

署名用紙のご注文は、
 ☎078－393－1807、FAX078－393－1802まで

　

皆
さ
ま
の
ご
協
力
で
３
万

筆
を
超
え
ま
し
た
が
、
６
月

の
通
常
国
会
閉
会
ま
で
に
５

万
筆
を
め
ざ
し
、
引
き
続
き

取
り
組
み
ま
す
。

　

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

松
本
（
①
右
）・
堀
内
（
②
中
央
）・

井
坂
（
③
右
）
各
衆
院
議
員
、
山
下

（
④
左
）
参
院
議
員
に
、
武
村
副
理

事
長
（
①
左
）、
正
木
理
事
（
①
中

央
）
が
要
請

神戸・姫路で介護報酬改定研究会

兵庫県保険医協会

第87回評議員会
５月17日（日） 13時～　協会５階会議室

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1807まで

特別講演　16時～　県農業会館10階101・102

テ ー マ　「報道現場から見た安倍政権」
講　　師　TBS執行役員、『報道特集』キャスター　金平　茂紀氏

①

②③

④

【略　歴】1977年TBSに入社。社会部、『JNNニュースコープ』副編集長、『筑紫
哲也NEWS23』編集長を務め、2008年からはアメリカ総局長として、アメリカを
中心に取材を続ける。2010年にTBS執行役員に就任。『報道特集』のメーンキャ
スターを務めている。2004年「ボーン・上田記念国際記者賞」を受賞

な
変
更
も
行
わ
れ
て

い
る
。

　

研
究
会
で
は
、
変

更
さ
れ
た
単
価
や
算

定
要
件
等
に
つ
い

て
、
各
講
師
が
ポ
イ

ン
ト
を
絞
っ
た
解
説

を
行
う
と
と
も
に
、

今
次
改
定
の
問
題
点

を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、
研
究
会
後

に
は
、
国
庫
負
担
の

拡
充
や
介
護
保
険
制

度
改
善
な
ど
を
求
め

る
決
議
を
採
択
し

た
。

講師を務める清水（左）・高森（右）
両理事（３月28日、姫路会場）　　　
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参 加 記

原
発
事
故
収
束
と
脱
原
発
へ
の
転
換
を
！

原
発
事
故
収
束
と
脱
原
発
へ
の
転
換
を
！

　

福
島
第
一
原
発
事
故
４
年
に

あ
た
り
、
保
団
連
も
参
加
す
る

「
原
発
を
な
く
す
全
国
連
絡

会
」
ら
３
団
体
は
３
月
８
日
、

東
京
で
「
反
原
発
☆
統
一
行

動
」
を
開
催
し
、
協
会
か
ら
加

藤
擁
一
・
武
村
義
人
両
副
理
事

長
、
辻
一
城
理
事
、
住
友
直
幹

評
議
員
が
参
加
し
た
。
同
日
に

神
戸
市
内
で
開
催
さ
れ
た
「
福

島
第
一
原
発
の
今
、
原
発
ゼ
ロ

を
め
ざ
す
地
域
交
流
集
会
」

（
協
会
も
参
加
す
る
「
原
発
を

な
く
し
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推

進
す
る
兵
庫
の
会
」
主
催
）
に

は
、
川
西
敏
雄
副
理
事
長
が
参

加
し
、
大
間
原
発
建
設
中
止
に

つ
い
て
発
言
し
た
。
加
藤
副
理

事
長
の
参
加
記
を
掲
載
す
る
。

　

東
京
で
行
わ
れ
た
「
３
・
８

Ｎ
Ｏ　

Ｎ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
Ｓ　

Ｄ
Ａ
Ｙ

反
原
発
☆
統
一
行
動
」
に
、
他

の
先
生
方
と
と
も
に
参
加
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
集
会
は
、
保

団
連
も
参
加
す
る
「
原
発
を
な

く
す
全
国
連
絡
会
」
な
ど
の
、

三
つ
の
団
体
が
主
催
し
て
取
り

組
ま
れ
た
統
一

行
動
で
す
。

　

日
比
谷
野
外

音
楽
堂
で
集
会

が
行
わ
れ
た

後
、
国
会
大
包

囲
や
請
願
デ

モ
、
国
会
正
門

前
の
抗
議
行
動

な
ど
が
行
わ

れ
、
の
べ
２
万

３
千
人
が
参
加

し
た
と
報
告
さ

れ
て
い
ま
し

た
。

　

私
た
ち
は
当

日
、
保
団
連
理
事
会
が
あ
っ
た

の
で
終
了
後
、
他
の
保
団
連
理

事
の
先
生
方
や
事
務
局
の
皆
さ

ん
と
と
も
に
、
少
し
遅
れ
て
参

加
し
ま
し
た
。
あ
い
に
く
の
雨

模
様
の
天
気
で
し
た
が
、
す
で

に
国
会
前
は
多
く
の
人
々
で
身

動
き
が
取
り
に
く
い
状
態
で
し

た
。
参
加
者
は
思
い
思
い
の
ゼ

ッ
ケ
ン
や
プ
ラ
カ
ー
ド
を
持

ち
、
あ
る
い
は
ス
ピ
ー
チ
や
演

奏
で
、
原
発
ゼ
ロ
を
訴
え
て
い

ま
し
た
。

　

福
島
の
原
発
事
故
か
ら
４
年

が
経
ち
ま
す
が
、
今
も
放
射
能

汚
染
水
漏
れ
事
故
が
続
く
な

ど
、
事
故
収
束
の
め
ど
が
立
た

ず
、
い
ま
だ
に
14
万
人
の
人
々

が
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
安
倍
政
権
は

川
内
原
発
を
は
じ
め
各
地
の
原

発
の
再
稼
働
を
目
指
し
て
の
動

き
を
強
め
て
お
り
、
世
論
の
大

き
な
批
判
を
浴
び
て
い
ま
す
。

東
京
電
力
は
、
早
々
と
補
償
を

打
ち
切
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援

と
と
も
に
、
原
発
事
故
の
収
束

と
脱
原
発
政
策
へ
の
転
換
を
国

に
強
く
求
め
て
い
か
ね
ば
と
思

い
ま
す
。

　

奇
し
く
も
こ
の
日
は
、
ド
イ

ツ
の
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
来
日
、

翌
日
に
は
講
演
会
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
歴
史
認
識
問
題
と
と
も

に
、
原
発
問
題
に
も
ふ
れ
る
内

容
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
戦

後
70
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
、

日
本
の
進
路
は
世
界
に
も
注
目

さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
平

和
の
問
題
と
原
発
の
問
題
は
不

可
分
で
す
。
私
た
ち
の
草
の
根

の
運
動
が
ま
す
ま
す
大
事
に
な

っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

阪神・淡路20年と「創造的復興」シンポジウム
反
原
発
☆
統
一
行
動

反
原
発
☆
統
一
行
動

須
磨
区
・
歯
科　
　

加
藤　

擁
一

　

非
核
「
神
戸
方
式
」
決
議
40

周
年
記
念
の
つ
ど
い
が
３
月
18

日
、
神
戸
市
勤
労
会
館
で
開
催

さ
れ
、
２
５
３
人
が
参
加
し

た
。
こ
の
集
会
は
、
神
戸
市
議

会
の
「
核
兵
器
積
載
艦
艇
の
神

戸
港
入
港
拒
否
に
関
す
る
決

議
」
採
択
40
年
を
記
念
し
て
同

集
会
実
行
委
員
会
が
主
催
し
た

も
の
で
、
神
戸
市
も
後
援
し
、

久
元
喜
造
市
長
か
ら
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
寄
せ
ら
れ
た
。
協
会
か
ら

は
加
藤
擁
一
副
理
事
長
と
松
岡

泰
夫
評
議
員
が
参
加
し
た
。

　

共
同
通
信
編
集
委
員
の
太
田

昌
克
氏
が
、「
日
米
核
同
盟
の

深
層
〜
密
約
と
呪
縛
を
超
え

て
」
と
題
し
て
記
念
講
演
を
行

っ
た
。
太
田
氏
は
、
防
衛
計
画

大
綱
の
中
で
、
日
本
が
米
国
の

核
に
依
存
し
た
防
衛
計
画
を
立

て
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
日

米
安
全
保
障
条
約
が
核
の
同
盟

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
し
て
自
身
の
取
材
を
き

っ
か
け
に
、
従
来
の
政
権
が
ひ

た
隠
し
に
し
て
き
た
核
密
約
の

存
在
を
当
時
の
民
主
党
政
権
が

認
め
る
ま
で
に
至
っ
た
経
験
を

語
っ
た
。

　

ま
た
日
本
が
戦
後
、
原
子
力

の
平
和
利
用
の
名
の
下
で
原
発

を
稼
働
し
て
き
た
こ
と
に
よ

り
、
核
兵
器
の
原
料
で
あ
る
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
を
大
量
に
保
有
す

る
に
至
っ
て
い
る
現
状
を
紹

介
。
核
廃
絶
へ
向
け
た
非
核
政

策
の
確
立
の
た
め
に
、
核
廃
絶

を
願
う
市
民
の
声
に
よ
り
核
拡

散
を
押
し
と
ど
め
る
「
リ
ベ
ラ

ル
抑
止
力
」
の
考
え
方
と
そ
の

重
要
性
を
提
起
し
た
。

　

集
会
は
、
核
兵
器
禁
止
条
約

の
実
現
を
求
め
る
ア
ピ
ー
ル
を

採
択
し
、
市
民
パ
レ
ー
ド
も
開

催
。
約
60
人
が
三
宮
セ
ン
タ
ー

街
を
パ
レ
ー
ド
し
、
非
核
「
神

戸
方
式
」
を
全
国
へ
広
げ
よ
う

と
市
民
に
訴
え
た
。

　

兵
庫
県
自
治
体
問
題
研
究
所

は
３
月
14
日
、
中
央
区
内
で

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
20
年
と

『
創
造
的
復
興
』
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム―

第
３
回
国
連
防
災
会
議
へ

の
提
言―

」
を
開
催
し
、
約
30

人
が
参
加
し
た
。

　

第
３
回
国
連
防
災
世
界
会
議

が
３
月
14
日
か
ら
、
被
災
地
で

あ
る
仙
台
市
で
開
催
さ
れ
る
こ

と
を
受
け
た
も
の
。

　

協
会
か
ら
、
加
藤
擁
一
副
理

事
長
が
「『
創
造
的
復
興
』
の

れ
て
い
る
こ
と
、
公
立
病
院
が

移
転
さ
せ
ら
れ
、
貴
重
な
地
域

医
療
資
源
が
実
験
医
療
に
使
わ

れ
、
地
域
医
療
に
し
わ
寄
せ
が

及
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
の
問
題

点
を
解
説
し
た
。

　

ま
た
、
他
の
報
告
者
の
大
学

シ
ン
ボ
ル
『
神

戸
医
療
産
業
都

市
』
は
地
域
医

療
に
何
を
も
た

ら
し
た
の

か
？
」
を
テ
ー

マ
に
報
告
。

　

震
災
復
興
事

業
で
あ
る
は
ず

の
医
療
産
業
都

市
構
想
で
、
特

区
制
度
を
活
用

し
て
、
医
療
に

格
差
を
も
た
ら

す
混
合
診
療
の

拡
大
が
進
め
ら

教
授
ら
か
ら
、
内
閣
府
が
「
創

造
的
復
興
」
を
防
災
会
議
の
行

動
目
的
に
す
る
よ
う
打
ち
出
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
阪
神

・
淡
路
大
震
災
で
兵
庫
県
が
か

か
げ
た
「
創
造
的
復
興
」
の
内

容
は
、
被
災
者
を
置
き
ざ
り
に

し
た
規
制
緩
和
と
大
型
公
共
事

業
で
あ
っ
た
こ
と
、
被
災
者
の

く
ら
し
を
再
建
す
る
「
人
間
復

興
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
訴
え
ら
れ
た
。

　

協
会
も
参
加
す
る
阪
神
・
淡

路
大
震
災
救
援
・
復
興
兵
庫
県

民
会
議
（
県
民
会
議
、
合
志
至

誠
協
会
名
誉
理
事
長
が
代
表
委

員
）
は
３
月
20
日
、
災
害
援
護

資
金
の
返
済
問
題
を
め
ぐ
っ
て

神
戸
市
当
局
と
懇
談
。
免
除
対

象
者
の
拡
大
を
要
請
し
、
保
健

福
祉
局
総
務
部
の
藤
本
克
則
課

長
ら
が
応
対
し
た
。

　

神
戸
市
側
は
、
災
害
援
護
資

金
の
返
済
免
除
要
件
で
あ
る

「
無
資
力
者
」
の
範
囲
は
、
借

受
人
本
人
の
資
力
に
限
定
す
べ

き
で
あ
り
、
連
帯
保
証
人
の
資

力
を
判
定
要
件
か
ら
除
外
す
る

よ
う
国
に
求
め
て
い
る
こ
と
、

月
１
０
０
０
円
ず
つ
支
払
っ
て

い
る
「
少
額
返
済
者
」
も
、
返

済
が
困
難
な
意
思
確
認
が
あ
れ

ま
で
も
返
済
免
除
の

要
件
と
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
①
貸
付

時
点
で
は
事
実
上
借

受
人
・
保
証
人
と
も

に
資
力
を
要
件
と
し

て
い
な
か
っ
た
こ

と
、
②
保
証
人
に
対

す
る
資
力
調
査
の
権

限
が
神
戸
市
に
は
な

く
、
実
務
上
も
不
可

能
で
あ
っ
て
不
合
理

で
あ
る
こ
と
、
を
共

通
認
識
と
し
た
。

　

神
戸
市
所
管
の
未
完
済
額
は

昨
年
末
時
点
で
、
６
万
２
０
８

人
の
１
４
９
億
円
で
あ
る
が
、

国
基
準
（
①
借
受
人
・
保
証
人

と
も
に
無
資
力
ま
た
は
そ
れ
に

近
い
、
②
返
済
の
見
込
み
が
な

い
）
で
免
除
さ
れ
る
の
は
１
０

５
４
人
の
20
・
７
億
円
に
と
ど

ま
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。

ば
免
除
対
象
に
含
め
る
よ
う
国

に
求
め
て
い
る
こ
と
を
紹
介
。

久
元
喜
造
神
戸
市
長
も
、
同
趣

旨
で
２
月
13
日
に
西
村
泰
稔
内

閣
府
副
大
臣
に
要
請
し
て
お

り
、
免
除
枠
の
拡
大
で
は
県
民

会
議
側
と
一
致
で
き
る
と
の
認

識
を
示
し
た
。

　

特
に
、
連
帯
保
証
人
の
資
力

神
戸
市
担
当
者
（
手
前
）
は
国
に
対
象
者

拡
大
を
求
め
て
い
る
と
回
答　
　
　
　
　

共
同
通
信
の
太
田
氏
が　
　

核
密
約
問
題
に
つ
い
て
講
演

加藤副理事長（右２人目）が医療産業都市の
問題点を解説　　　　　　　　　　　　　　

「原発ゼロ」をアピールする武村（右２人目）・
加藤（中央）両副理事長、辻理事（左２人目）
と保団連参加者　　　　　　　　　　　　　　

被災者の「人間復興」第一に

災
害
援
護
資
金
返
済
に
つ
い
て

免
除
枠
の
拡
大
で
一
致

震
災
復
興
県
民
会
議
が
神
戸
市
交
渉

市民の力で　　　
核廃絶すすめよう

非核「神戸方式」40周年のつどい非核「神戸方式」40周年のつどい

◇
医
療
活
動
報
告　

①
群
馬
大

附
属
病
院
の
腹
腔
鏡
下
肝
切
除

術
で
８
人
が
死
亡
し
て
い
た
問

題
の
事
故
調
査
最
終
報
告
書
、

②
歯
科
医
療
機
関
へ
の
詐
欺
ま

が
い
商
法
が
紹
介
さ
れ
た
。

◇
「
九
条
の
会
」
兵
庫
県
医
師

の
会　

前
泊
博
盛
氏
講
演
録

「
誰
も
知
ら
な
い
米
軍
基
地
の

こ
と　

憲
法
無
視
の
日
米
地
位

協
定
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
が

報
告
さ
れ
た
。

◇
審
査
対
策
部　

①
近
畿
厚
生

局
兵
庫
県
事
務
所
に
対
し
改
善

要
望
と
懇
談
の
場
を
設
け
る
よ

う
要
請
す
る
こ
と
、
②
『
開
業

医
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か
』
復

刻
版
普
及
に
協
力
す
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。

◇
反
核
平
和
部　

集
団
的
自
衛

権
行
使
容
認
に
反
対
す
る
保
団

連
署
名
に
協
力
す
る
。

◇
総
務
部　

①
事
務
局
人
事
異

動
、
②
賃
金
改
定
が
承
認
さ
れ

た
。

（
３
月
14
日　

理
事
会
よ
り
）

◇
出
席　

28
人

◇
情
勢　

政
府
は
医
療
保
険
制

度
改
革
関
連
法
案
を
閣
議
決

定
。
入
院
時
食
費
負
担
増
、
紹

介
状
な
し
の
大
病
院
受
診
時
の

定
額
負
担
導
入
、
患
者
申
出
療

養
の
創
設
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

ま
た
、
医
療
費
抑
制
を
目
的
に

病
院
に
行
か
な
か
っ
た
人
に
報

奨
金
を
渡
す
事
例
が
一
部
に
広

が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
法
制

化
す
る
こ
と
も
盛
り
込
ん
だ
。

◇
医
療
運
動
対
策　

①
「
政
策

宣
伝
実
行
委
員
会
」
か
ら
「
政

策
宣
伝
広
報
委
員
会
」
へ
の
名

称
変
更
、
②
青
森
県
知
事
選
へ

の
対
応
が
承
認
さ
れ
た
。
③
保

団
連
沖
縄
ツ
ア
ー
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
、
政
策
宣
伝
実
行

委
員
会
で
の
討
議
内
容
が
「
理

事
会
報
告
」
と
し
て
提
出
さ

れ
、
討
論
の
上
確
認
さ
れ
た
。

「集団的
自衛権の行使容認」閣議決定の撤回求める
署名にご協力ください

　政府は昨年、海外での戦争を可能にす
る集団的自衛権の行使を容認する閣議決
定を行い、関連法を改悪しようとしてい
ます。これを許さないため、署名にご協
力をお願いします。

　署名用紙は月刊保団連４月号に同封し
てお届けします。追加注文は、☎078－
393－1807まで
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機能性ディスペプシアを
正しく理解するために

第505回診療内容向上研究会診療内容向上研究会

日　時　４月25日（土）17時～ 会　場　協会５階会議室
講　師　川崎医科大学消化管内科教授　春間　賢先生
共　催　アステラス製薬株式会社

―医療は患者のために―

〈患者〉国保・男性、73歳
〈診療年月〉2014年２月
〈主な傷病名・診療開始月〉
　右近視性網脈絡膜萎縮症・両結膜炎　
2014年１月29日　
　右近視性乱視・右眼内レンズ挿入眼　
2014年２月24日　ほか
〈実日数〉３日
〈主な請求内容〉

細菌薬剤感受性検査の減点事例

〈返戻内容〉
　国保連合会より、『細菌薬剤感受性検
査（１菌種）』の過剰として査定
細菌薬剤感受性検査（１菌種）

170×１　→　０
〈主治医コメント〉
　2014年１月に細菌培養検査を実施して
おり、「前月培養検査実施」とレセプト
にコメントしたが、減点された。
〈協会コメント〉
　細菌薬剤感受性検査は、「細菌の培養
の結果を確認してから行い、結果判明後
請求してください」（県医師会「保険診
療のてびき」2004年８月版）とされてお
り、当該検査は認められるべきであり、
レセプトのコメント（前月培養検査実
施）が見落とされた可能性もあります。
　減点された理由を直接、国保連合会に
問い合わせていただければと思います。
　いずれにしても、保険者からの異議申
出を安易に容認した不当な査定であると
考えます。

　

尼
崎
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
（
労

災
型
）
の
判
決
が
３
月
23
日
、

神
戸
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
、

裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
棄
却

す
る
不
当
判
断
を
行
っ
た
。
訴

訟
は
尼
崎
市
内
の
ク
ボ
タ
旧
神

崎
工
場
へ
の
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石

綿
）
原
料
の
運
搬
に
従
事
し
、

肺
が
ん
で
死
亡
し
た
男
性
の
遺

族
が
、
ク
ボ
タ
と
国
を
相
手
に

謝
罪
と
損
害
賠
償
を
訴
え
て
い

た
も
の
。

　

ま
た
、
溶
接
工
と
し
て
石
綿

エ
プ
ロ
ン
や
石
綿
手
袋
な
ど
を

使
用
し
て
複
数
の
鉄
工
所
に
勤

務
し
、
肺
が
ん
で
死
亡
し
た
男

性
の
遺
族
が
国
を
相
手
に
訴
え

て
い
た
裁
判
に
つ
い
て
も
、
原

告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

判
決
は
、
運
搬
に
従
事
し
た

男
性
が
「
肺
が
ん
を
発
症
し
た

の
は
石
綿
粉
じ
ん
に
曝
露
し
た

こ
と
が
原
因
で
あ
る
可
能
性
が

裁
判
例
を
否
定
す
る
も
の
」
と

厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

　

ま
た
鉄
工
所
に
勤
務
し
た
男

性
は
「
肺
が
ん
発
症
が
業
務
中

の
石
綿
粉
じ
ん
曝
露
に
よ
る
も

の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し

た
が
、
原
告
団
は
「
石
綿
に
職

業
曝
露
し
た
こ
と
を
認
め
た
労

災
認
定
と
矛
盾
し
て
い
る
」
な

ど
と
批
判
し
た
。

　

１
４
０
人
も
の
支
援
者
が
集

ま
っ
た
判
決
後
の
報
告
集
会
で

船
越
正
信
先
生
（「
ア
ス
ベ
ス

ト
被
害
か
ら
い
の
ち
と
健
康
を

守
る
尼
崎
の
会
」
会
長
・
尼
崎

医
療
生
協
理
事
長
）
は
「
低
濃

度
の
被
曝
で
も
健
康
被
害
が
生

じ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
規
制

を
怠
っ
た
国
、
危
険
を
知
り
な

が
ら
使
用
を
続
け
た
ク
ボ
タ
の

責
任
は
免
れ
な
い
。
ア
ス
ベ
ス

ト
に
よ
る
被
害
は
現
に
起
き
て

い
る
し
、
今
後
、
全
国
各
地
で

発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
今
回
の
判
決
は
今
後
の
被

害
者
救
済
の
道
を
狭
め
る
も
の

で
も
あ
り
到
底
許
さ
れ
な
い
。

直
ち
に
控
訴
し
て
運
動
を
続
け

る
」
と
力
強
く
あ
い
さ
つ
し

た
。

　

協
会
尼
崎
支
部
は
「
ア
ス
ベ

ス
ト
被
害
か
ら
い
の
ち
と
健
康

を
守
る
尼
崎
の
会
」
に
参
加
、

八
木
秀
満
支
部
長
が
同
会
代
表

委
員
を
つ
と
め
、
署
名
運
動
な

ど
訴
訟
の
支
援
を
行
っ
て
き

た
。

高
い
」
と
認
め
な
が

ら
も
、
低
濃
度
で
の

曝
露
に
よ
っ
て
重
大

な
健
康
被
害
が
生
じ

る
と
の
医
学
的
な
知

見
は
確
立
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
ク
ボ

タ
と
国
の
責
任
を
免

罪
し
た
。

　

原
告
団
は
「
予
見

可
能
性
に
つ
い
て
安

全
性
に
疑
念
を
抱
か

せ
る
程
度
の
抽
象
的

な
危
惧
で
あ
れ
ば
足

り
る
と
す
る
従
来
の

「直ちに控訴して運動を続ける」と
あいさつする船越会長　　　　　　

クボタと国の責任
免罪する不当判決　の場合） 2800×１

　処方せん料 68×１

●医院経営研究会 ４月例会

医事紛争を防ぐために医事紛争を防ぐために
日　時　４月25日（土）14時30分～17時 　　会　場　協会６階会議室
講　師　鵜飼万貴子弁護士　　　　　　　　参加費　3000円（医経研会員は無料）

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1817まで

休業保障制度の上乗せに。
自宅療養も補償されます

精神疾患による就業不能や、地震等の天
災によるケガも／入院は１日目、自宅療養
は５日目から／再発も含めて通算1000日
まで補償／連続休業は最長２年補償

・医療上の事故、医療施設の事故を補償

● 月　払：１口１万円～ （通算30口まで）
● 一時払：１口50万円～ （毎回40口まで）
■ 自在性が魅力！
　・急な出費にも１口単位で解約可能
　・払込が困難なときは掛金中断、
　　余裕ができたら掛金再開
■ まとまった資金は「一時払」で上乗せ
　（毎回2000万円まで）

■ 毎年高配当を継続
　 　過去6年の平均配当率45％
■ 団体保険だから断然安い保険料
■ 最高5000万円の高額保障
■ 配偶者1000万円のセット加入あり
■ いつでも増額･減額できます
■ 医師による診査はありません

（拠出型企業年金保険）
医師・歯科医師の資産形成に最適

１．最長75歳まで、730日の充実保障
２．割安な掛金が満期まで上がりません
３．掛け捨てではありません
４．弔慰・高度障害給付あり
５．自宅療養、代診をおいても給付
６．うつ病等の精神疾患、認知症も給付

病気やケガの休業に備えて、高い
保険料を払っていませんか？

（団体定期生命保険）

加入者が5000人を超えました。
保険の見直しに効きます！

※ 休業保障制度は、営利会社の儲けや高額な代理店※ 休業保障制度は、営利会社の儲けや高額な代理店
手数料を含まない、非営利 ･助け合い共済です。手数料を含まない、非営利 ･助け合い共済です。

保険医年金保険医年金保険医年金保険医年金 グループ保険グループ保険グループ保険グループ保険 休業保障制度休業保障制度休業保障制度休業保障制度
所得補償保険所得補償保険所得補償保険所得補償保険

医師賠償責任保険医師賠償責任保険医師賠償責任保険医師賠償責任保険

（12）再診料、明細書発行体制等加算
 70×２
（13）診療情報提供料（Ⅰ） 250×１
（40）右創傷処置 45×１
（50） 右水晶体再建術（眼内レンズを

挿入する場合） 12100×１
　　　（麻酔、薬剤等は省略）
（60）細菌薬剤感受性検査（１菌種）
 170×１
　　　細隙燈顕微鏡検査（前眼部）
 48×３
　　　右精密眼底検査（片側）
 56×１
　　　　（検査の一部省略）
（80）短期滞在手術基本料１（日帰り

尼崎アスベスト訴訟（労災型） 
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県議会各会派アンケート県議会各会派アンケート
　

協
会
政
策
部
は
４
月
12
日
投

開
票
の
県
議
会
選
挙
に
向
け
、

立
候
補
者
を
擁
立
予
定
の
各
会

派
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、

民
主
党
・
日
本
共
産
党
か
ら
回

答
を
得
た
。
自
民
党
は
日
程

上
、
回
答
不
可
と
の
対
応
。
公

明
党
、
県
政
ク
ラ
ブ
・
連
合
議

員
団
、
維
新
の
党
、
神
戸
志
民

党
か
ら
は
回
答
が
な
か
っ
た
。

統
一
地
方
選

統
一
地
方
選

特　

集

特　

集

質　問 民主党 日本共産党

１、県としてこども医療
費を中学３年生まで無料
とする助成制度を作るこ
とについて

【その他】医療費負担については、保険料、公費負担、自己負担
のバランス全体を考慮しての検討が必要と考える。

【賛成】日本共産党は、2006年秋より「こども署名」に取り組
み、県民運動と共同して県に実現を迫り、県の助成制度を実現。
市町議員団とも連携して中学３年生まで無料化を、当時の３市か
ら30市町（県下73％）に広げてきました。いま、一部負担や所得
制限をなくし、入院、通院とも完全無料化することを要求してい
ます。

２、老人医療費助成制度
の対象者を、住民税非課
税世帯に拡大し、窓口負
担を１割負担とすること
について

【賛成】日本共産党県議団は、「行政改革」の名で、老人医療費
助成制度を後退させてきたことを厳しく批判し、2015年度県予算
の「組み替え提案」でも、窓口負担を１割にもどすことを提案し
ました。さらに、住民税非課税の人を助成の対象にすることをめ
ざしています。

３、入院給食費助成を福
祉医療制度の助成対象に
することについて

【賛成】もともと入院給食は治療の一環と位置づけられ、公的保
険でうけられる「療養の給付」に含まれていました。ところが、
「療養の給付」からはずされたために、患者負担額が勝手に引き
上げられてきました。必要な人に対しては、福祉医療の対象にす
ることに賛成です。

４、訪問看護医療費を福
祉医療制度の助成対象と
することについて

【賛成】医療保険が適用される訪問看護医療費については、京都
府なども福祉医療助成制度の対象にしており、兵庫県でも対象に
追加すべきです。

５、福祉医療制度の母子
家庭等医療費助成制度の
対象者を広げることにつ
いて

【賛成】県の「行革」によって、所得制限の強化や自己負担の引
き上げが強行されたことにたいして、共産党以外の各会派は賛成
してきました。厚生労働省の調査でも、生活保護をうけていない
母子家庭の80％が生活保護レベル以下で生活しており、手厚い支
援の必要をうきぼりにしています。日本共産党県議団は負担強化
に反対し、対象の拡大も要求してきました。

６、生活保護を受けてい
る患者に後発医薬品使用
を強制することについて

【その他】真に支援が必要な人に適切に生活保護認定を行う一方
で、医療扶助に関する電子レセプト点検の強化や後発医薬品使用
の促進など適正化を進める。

【反対】生活保護の受給者にたいして、国が、医療費の削減を目
的に、後発医薬品の使用を強制することは必要な医療を受ける権
利を奪うことになり、許されないことです。たとえ、効能が変わ
らない場合でも、本人の希望にもとづくべきです。

７、国保に対して一般会
計からの繰り入れを増や
して、保険料引き下げを
行うことについて

【その他】国保の効率化の改革が行われているかどうか見極めな
がら、慎重に検討すべき課題であると認識している。

【賛成】高い国保料にどこでも悲鳴があがっており、引き下げは
切実な要求です。日本共産党は、県による市町への助成によっ
て、一般会計からの繰り入れを増やし、１人１万円を引き下げる
ことを要求しています。

８、保険外併用療養費制
度に新たなカテゴリー
「患者申出療養制度」を
創設することについて

【その他】患者に提供される医療の安全性が確保されるかどう
か、保険収載につながる仕組みになるかどうかといった観点か
ら、「患者申出療養制度」の創設が盛り込まれている「持続可能
な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正
する法律案」への対応を検討する中で、慎重に検討していく。

【反対】「混合診療」の解禁にむけたあらゆる策動を許さず、国
民皆保険を守り、保険診療の拡充をすすめます。「患者申出療
養」の導入や保険外併用療養費制度の野放図な拡大に反対し、
「必要な治療はすべて保険で給付する」「安全・有効な治療法は
すみやかに保険適用する」という原則にそって現行制度の改善を
すすめます。

９、医療費抑制を目的と
した地域医療構想を作成
することについて

【その他】安倍政権が行った平成26年度診療報酬改定は実質マイ
ナス改定であった。安倍政権のように診療報酬の引き下げとセッ
トで医療費の適正化を進めることは、過度な効率化を招き、必要
な医療が受けられなくなる怖れがあるのではないかと認識してい
る。

【反対】「医療・介護総合法」にもとづく県による「地域医療構
想」の策定義務付けで重大なのは、医療機関に、「医療機能の転
換」「新規開設・増床の中止」「病床の削減」などを要求すること
ができ、従わない場合は、制裁措置まで可能とすることです。県
に病床削減の権限を持たせると同時に、医療給付費の総額も管理
させ、病床削減・給付費削減を一体に推進させようとしていま
す。しかも、「国保の都道府県化」と一体に進められようとして
いることも重大です。

10、関西電力高浜原発３
・４号機の再稼働につい
て

回答なし

【反対】原子力規制委員会が新基準なるもので「適合」と決定し
ただけで、安全を保証するものではありません。とくに高浜原発
は、周辺に14基もの原発が集中立地しており、「原発銀座」とい
われる場所にあります。同時多発的な事故や近くの原発の事故な
ど、大事故が起こる危険もあります。「30キロ圏内」だけでも３
県、18万人が暮らしており、再稼働など絶対に許されません。

11、医療費の財源につい
てどうすべきか自由にご
記入ください

社会保障と税の一体改革の中で、医療費を確保するとともに、医
療の重点化・効率化を図る。誰もが必要な医療を受けられるよう
にするため、今後も医療の技術や医学管理を評価する観点から、
診療報酬の引き上げに取り組む。

政府は、医療費をはじめ社会保障の財源といえば消費税しか言い
ません。日本共産党は、富裕層や大もうけしている大企業に応分
の負担を求めることや、５兆円もの軍事費、大型公共事業などの
ムダをけずり、財源を生み出す「別の道」を提案しています。
285兆円にも積み上がった大企業の内部留保の一部を賃金、雇
用、中小企業支援にまわして所得をふやし、経済を成長させ、税
収も増やすことで、さらに安定的に財源を生み出すことができま
す。
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国
の
抜
本
的
支
援
な
き

国
の
抜
本
的
支
援
な
き

国
保
の
都
道
府
県
化

国
保
の
都
道
府
県
化

統一地方選統一地方選
特　集特　集

政
策解

説 下

　

３
月
３
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
「
持
続

可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
で
は
、
国
民
健
康
保
険
も
制

度
の
変
更
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
統
一
地
方
選
挙
に
あ
た
っ
て

の
政
策
解
説
第
３
回
目
は
、
こ
の
制
度
変
更
で
ど
の
よ
う
な
影

響
が
出
る
か
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は

現
在
、
市
町
村
を
保
険
者
と
し

て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
国
保
加
入
者
は
65
歳
以
上

の
高
齢
者
や
、
無
職
の
者
を
含

ん
だ
低
所
得
者
を
中
心
と
し
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
は
こ
こ
30
年
の
間

に
実
質
的
な
国
庫
負
担
率
を
半

減
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
代
償
と

し
て
保
険
料
（
税
）
は
月
８
万

円
以
上
に
倍
増
し
て
い
る
。

　

国
や
市
町
村
の
減
免
制
度
が

存
在
し
て
い
る
が
、
制
度
を
利

用
し
て
も
な
お
高
額
の
た
め

に
、
保
険
料
を
払
い
た
く
て
も

払
え
な
い
状
況
と
な
り
、
滞
納

や
、
そ
れ
に
よ
る
差
し
押
さ
え

が
起
こ
る
な
ど
と
い
っ
た
現
状

が
あ
る
（
表
１
）。

保
険
料
の
高
騰
と

医
療
費
抑
制
の
圧
力

　

厚
労
省
は
「
国
保
の
都
道
府

県
化
」
を
打
ち
出
し
、
２
０
１

８
年
度
か
ら
実
施
す
る
と
し

た
。
財
政
単
位
を
都
道
府
県
と

す
る
こ
と
で
財
政
に
余
裕
が
で

き
、
加
入
者
が
少
な
い
負
担
で

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
説
明
さ
れ
て
い

る
が
、
本
当
だ
ろ
う
か
。

　

国
保
の
都
道
府
県
化
で
は
、

現
在
の
市
町
村
ご
と
で
は
な

く
、
都
道
府
県
を
財
政
運
営
の

主
体
と
し
て
、
財
政
基
盤
の

「
安
定
化
」
や
事
業
の
「
効
率

化
」
を
進
め
る
と
し
て
い
る
。

一
方
で
保
険
料
率
の
決
定
や
徴

収
な
ど
の
国
保
業
務
は
市
町
村

が
引
き
続
い
て
担
当
す
る
。

　

都
道
府
県
化
に
あ
た
っ
て
の

大
き
な
変
更
点
は
「
分
賦
金
方

式
」
の
導
入
で
あ
る
。
従
来
は

市
町
村
ご
と
に
保
険
料
が
決
定

さ
れ
て
い
た
が
、
分
賦
金
方
式

で
は
、
県
が
県
内
の
医
療
費
の

収
納
必
要
額
を
算
出
し
、
市
町

村
ご
と
に
、
県
に
納
め
る
額
で

あ
る
分
賦
金
を
定
め
る
と
し
て

い
る
。
市
町
村
は
こ
の
分
賦
金

を
賄
う
た
め
に
必
要
な
保
険
料

を
定
め
、
加
入
者
か
ら
徴
収
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

都
道
府
県
へ
の
移
行
に
よ
っ

て
、
県
は
各
市
町
村
間
の
保
険

脆
弱
な
財
政
基
盤

料
の
格
差
を
な
ら
し
て
い
く
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
。
現
在
、
市

町
村
の
一
般
財
政
か
ら
の
繰
り

入
れ
に
よ
っ
て
保
険
料
を
低
く

抑
え
て
い
る
自
治
体
で
は
、
繰

り
入
れ
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
保
険
料
の
高
騰
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
分
賦
金
の
額
は
各
市

町
村
の
医
療
費
の
実
績
に
よ
っ

て
も
決
定
さ
れ
る
。
医
療
費
が

高
く
な
る
と
、
自
動
的
に
分
賦

金
が
高
く
な
り
、
保
険
料
に
跳

ね
返
っ
て
く
る
。
保
険
料
を
低

く
抑
え
る
た
め
に
、
医
療
費
抑

制
の
圧
力
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
る
。

新
た
な
予
算
な
き

国
の「
国
保
支
援
」計
画

　

現
在
、
各
市
町
村
は
高
す
ぎ

る
国
保
料
を
是
正
す
る
た
め

に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
一
般
会

計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
行
っ
て

い
る
。
そ
の
総
額
は
、
全
国
で

お
よ
そ
３
５
０
０
億
円
で
あ
る

が
、
都
道
府
県
化
に
よ
っ
て
こ

の
繰
り
入
れ
を

な
く
す
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い

る
。
厚
労
省

は
、
そ
の
代
わ

り
に
２
０
１
７

年
度
ま
で
に
、

国
が
新
た
に
毎

年
３
４
０
０
億

円
の
追
加
支
援

を
始
め
る
と
し

た
。
し
か
し
、

こ
の
支
援
は
、

現
在
の
市
町
村

に
よ
る
繰
入
総

額
よ
り
も
少
な

い
。
こ
れ
で
は

高
す
ぎ
る
国
保
料
の
是
正
や
、

財
政
の
立
て
直
し
に
つ
な
が
る

と
は
と
て
も
言
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も
国
が
示
し
た
３
４

０
０
億
円
の
国
保
支
援
の
財
源

は
、
１
７
０
０
億
円
が
増
税
し

た
消
費
税
か
ら
充
て
ら
れ
る
分

で
、
残
り
１
７
０
０
億
円
は
協

会
け
ん
ぽ
に
あ
て
て
い
た
国
庫

補
助
２
４
０
０
億
円
を
削
減
し

て
、
そ
の
中
か
ら
国
保
に
回
す

と
い
う
予
算
の
付
け
替
え
に
す

ぎ
ず
、
国
が
新
た
に
予
算
を
拡

充
し
て
行
う
も
の
で
は
な
い
。

協
会
け
ん
ぽ
の
財
政
問
題
も
含

め
て
国
保
の
財
政
基
盤
の
安
定

化
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

新
た
に
予
算
を
確
保
し
て
国
保

へ
の
抜
本
的
な
財
政
支
援
を
行

う
べ
き
で
あ
る
。

６
割
が
保
険
料
減
免
世
帯

　

協
会
は
、
昨
年
12
月
１
日
時

点
で
の
国
保
保
険
証
交
付
数
、

資
格
証
明
書
、
短
期
保
険
証
の

発
行
、
減
免
制
度
、
差
し
押
さ

え
件
数
な
ど
に
つ
い
て
県
内
全

市
町
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ

た
。

　

県
全
体
の
国
保
保
険
証
の
未

交
付
率
は
３
・
17
％
と
昨
年
の

５
・
79
％
か
ら
改
善
が
み
ら
れ

た
。
市
町
別
で
は
姫
路
市
が
10

・
１
％
と
、
１
割
を
超
え
る
世

帯
に
保
険
証
が
交
付
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
（
表
２
）。

　

保
険
料
滞
納
世
帯
に
対
し
て

の
、
有
効
期
間
の
短
い
短
期
保

険
証
の
交
付
は
４
万
８
８
８
７

件
と
、
前
年
度
よ
り
減
少
し
、

５
万
件
を
下
回
っ
た
も
の
の
、

被
保
険
者
世
帯
比
で
は
５
・
95

％
と
、
依
然
高
い
水
準
と
な
っ

て
い
る
（
図
１
）。

　

窓
口
で
い
っ
た
ん
全
額
自
己

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資

格
証
明
書
交
付
は
７
１
０
８

件
、
被
保
険
者
世
帯
比
で
は
０

・
86
％
と
な
っ
て
い
る
（
図

２
）。

　

保
険
料
減
免
制
度
利
用
世
帯

割
合
は
国
に
よ
る
減
額
制
度
の

利
用
が
41
万
６
２
０
世
帯
で
、

全
体
の
49
・
96
％
と
ほ
ぼ
半
数

に
上
っ
た
。
ま
た
自
治
体
独
自

の
制
度
の
利
用
数
は
８
万
１
５

２
２
世
帯
で
全
体
の
９
・
92
％

と
な
り
、
国
に
よ
る
減
免
制
度

と
合
わ
せ
る
と
国
保
加
入
世
帯

の
６
割
近
く
が
減
免
世
帯
と
な

っ
た
（
図
３
）。

　

保
険
料
の
滞
納
は
13
万
９
８

５
４
世
帯
で
、
全
体
の
17
・
02

％
に
上
っ
た
。
加
入
者
の
６
人

に
１
人
が
滞
納
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
滞
納
世
帯
の
う

ち
、
61
・
39
％
に
あ
た
る
８
万

５
８
６
０
世
帯
が
、
１
年
以
上

の
長
期
の
滞
納
と
な
っ
て
い

る
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
滞
納
に
よ

る
差
し
押
さ
え
が
６
０
４
７
件

と
な
っ
た
。
差
し
押
さ
え
件
数

は
こ
こ
２
年
間
、
毎
年
１
０
０

０
件
以
上
の
増
加
が
続
い
て
い

る
（
図
４
）。
各
市
町
で
こ
の

よ
う
な
強
制
的
な
徴
収
が
、
今

後
よ
り
強
め
ら
れ
て
い
く
恐
れ

が
あ
る
。

国
保
は
社
会
保
障
の
柱

国
庫
負
担
率
元
に
も
ど
せ

　

こ
の
よ
う
な
兵
庫
県
下
の
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
も
、
国
保

料
が
高
す
ぎ
て
払
い
た
く
て
も

払
え
な
い
人
が
、
短
期
保
険
証

や
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け

た
り
、
滞
納
に
よ
っ
て
差
し
押

さ
え
を
受
け
て
い
る
現
状
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。

　

国
保
の
都
道
府
県
化
に
よ
り

各
市
町
村
か
ら
の
財
政
支
援
が

原
則
な
く
な
る
こ
と
で
、
国
保

料
の
さ
ら
な
る
高
騰
が
起
こ

り
、
こ
れ
ら
の
件
数
が
さ
ら
に

増
え
る
恐
れ
が
あ
る
。
ア
ン
ケ

ー
ト
で
は
県
下
41
市
町
の
う
ち

36
市
町
が
「
国
は
補
助
を
さ
ら

に
増
や
す
べ
き
」
と
回
答
し

た
。
国
保
は
、
市
民
の
助
け
合

い
制
度
で
は
な
く
、
国
の
社
会

保
障
制
度
の
大
切
な
柱
の
一
つ

で
あ
り
、
国
に
は
責
任
を
持
っ

て
安
定
し
た
運
営
を
行
う
義
務

が
あ
る
。

　

こ
れ
以
上
国
保
料
負
担
を
増

や
さ
な
い
た
め
に
も
、
国
が
責

任
を
持
っ
て
国
庫
負
担
率
を
元

に
も
ど
す
こ
と
が
、
国
保
加
入

者
と
各
市
町
の
双
方
か
ら
求
め

ら
れ
て
い
る
。
協
会
も
国
の
財

政
政
策
の
転
換
を
求
め
て
い

く
。
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図１　短期保険証の交付率

図２　資格証明書の交付率

図３　保険料の減免を受けている世帯の割合

図４　差し押さえ件数

表１　脆弱な財政基盤

①高齢者の割合が高い
・65～74歳の割合：国保（31.4%）、健保組合（2.5%）
②所得水準が低い
・ 加入者一人当たり平均所得：国保（30.9万円）、
健保組合（198万円）
・無所得世帯割合：23.5%
③国庫負担率の削減と保険料の値上げ
・国庫負担率54％（1982年）→25％（2012年）
・ 一人当たり月額平均保険料
　４万円（1984年）→8.4万円（2012年）

自治体名 交付対象
世帯総数

未交付
世帯数 未交付率 差し押さえ

件数
神 戸 市 237,744 9,004 3.79% 145
尼 崎 市 65,784 2 0.00% 16
伊 丹 市 28,821 425 1.47% 431
宝 塚 市 32,927 76 0.23% 470
川 西 市 22,493 0 0.00% 874
三 田 市 12,771 109 0.85% 71
西 宮 市 64,359 2,013 3.13% 103
芦 屋 市 14,104 41 0.29% 152
明 石 市 42,384 1,548 3.65% 95
加 古 川 市 39,279 905 2.30% 85
高 砂 市 13,895 672 4.84% 25
西 脇 市 6,419 155 2.41% 35
三 木 市 12,859 43 0.33% 174
小 野 市 7,069 62 0.88% 208
加 西 市 6,624 66 1.00% 127
姫 路 市 79,586 8,043 10.11% 522
相 生 市 4,999 296 5.92% 86
赤 穂 市 7,103 309 4.35% 19
た つ の 市 11,440 145 1.27% 28
宍 粟 市 5,907 1 0.02% 54
加 東 市 5,048 500 9.90% 114
洲 本 市 7,654 179 2.34% 987
淡 路 市 8,281 223 2.69% 150
南あわじ市 8,502 144 1.69% 181
豊 岡 市 12,975 371 2.86% 238
養 父 市 3,838 42 1.09% 16
朝 来 市 4,625 33 0.71% 21
篠 山 市 6,242 0 0.00% 55
丹 波 市 9,658 310 3.21% 242
猪 名 川 町 4,124 2 0.05% 37
多 可 町 3,256 8 0.25% 26
稲 美 町 4,848 75 1.55% 8
播 磨 町 5,245 31 0.59% 84
神 河 町 1,758 108 6.14% 5
市 川 町 2,005 43 2.14% 32
太 子 町 4,210 2 0.05% 10
福 崎 町 2,407 0 0.00% 0
上 郡 町 2,553 39 1.53% 9
佐 用 町 2,730 23 0.84% 39
新 温 泉 町 2,337 0 0.00% 43
香 美 町 3,016 0 0.00% 30
合 計 821,879 26,048 3.17% 6047

表２　市町別の国保保険証交付状況（2014年12月１日現在）
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　歯の外傷は、小児歯科臨床でしばしば
遭遇するものであり、歯周組織や歯の硬
組織、歯髄などが同時に損傷されるのが
特徴である。また乳歯の外傷では、受傷
した乳歯だけでなく、その後継永久歯へ
影響が及ぶこともある。さらに、幼若永
久歯が受傷した場合は、その後の歯根の
伸長や、歯列咬合の発育への影響もあり
うる。口と歯の外傷は、身体のほかの部
位とくらべても、もっとも発生頻度の高
いものであることから、その予防は、重
要な課題である。

Ⅰ　口と歯の外傷に対する応急対応法
１．受傷当初の注意点
　意識の確認、頭部外傷など、より重度
の損傷がないかをチェックする。
　出血部位を軽く洗って、止血をはかる
ためにガーゼ等で圧迫する。
　血液はできるだけ飲まずに吐き出して
おくようすすめる。（飲むと嘔吐反射を
招くことあり）
　脱落した永久歯は、元の位置へ戻すな
ら急ぐ必要があり、その場で戻すのが難
しい場合は、歯の保存液（HBSS，デン
トサプライⓇ）か牛乳中（冷蔵庫内）で
保存する。これがない場合は、ラップや
ビニールで包み、できるだけ早く歯科医
院を受診する。この場合、術後の良好な
結果を得るためには、ラップやビニール
で包んだ場合は１時間以内、牛乳中では
冷蔵で12時間以内、歯の保存液の場合常
温保存が可能であるが24時間以内に再植
を受けることが望ましい。
　折れた歯の破片は、受診するまで乾燥
を避け、水分を付けた状態で持参される
のが良い。
　唇の傷は急速に腫張するため、冷たい
水をつけたタオルや氷を、薄いビニール
袋に入れて冷湿布すると腫れを防げる。

２．歯科医院での対応上の注意点
　外傷は、顔面の変化や痛みのために、
小児にとっての精神的なショックも大き
い。きちんと治療を受ければ治ることを
伝えて、患児を励ましておく。損傷の影
響や術後の治癒窩底、治癒経過を説明す
ることで、保護者は安心し、信頼関係を
結びやすくなる。
　歯周組織の損傷と炎症を治癒させるた

がある。また、歯髄には内出血をはじめ
とする循環障害ならびにびまん性損傷が
起き、これが歯冠の変色や幼若な歯髄の
石灰変性、修復象牙質の過形成、骨によ
る置換などを生じさせ、歯髄腔狭窄が生
じる。
　また、象牙質まで亀裂が及んだり、破
折面に象牙質が露出した、あるいは歯髄
が露出した場合、時間経過とともに歯髄
内へ感染と炎症が進行し、ついには根尖
性歯周炎を引き起こす。一方、歯髄への
感染を阻止できると、歯髄は再生能を発
揮し、歯髄の未分化間葉細胞が修復象牙
質を形成し、歯髄が保護される。
　一方、循環障害が重度で、循環が回復
しない場合は、歯髄が虚血壊死あるいは
液化壊死に陥る。壊死歯髄には、歯根膜
の損傷部や、血流を介して、感染が起き
ることがある。また、歯髄が虚血状態の
時、感染が起きると、血管再生は停止す
る。

３．歯周組織
　歯根膜の損傷は、外力の強さと方向に
応じて、断裂と挫滅が生じる。挫滅部位
の方がより広い組織の破壊を伴い、循環
が回復しにくいため、循環障害がより重
症である。挫滅部位は、一般に治癒が遷
延し、歯根吸収、骨性癒着が比較的多く
発現する。
　その他、歯根吸収を発生させる要素
は、歯根膜の損傷範囲の広さや感染、歯
髄の炎症、感染、壊死、さらに年齢であ
るといわれる。歯髄炎にともなうものは
歯根内部吸収と炎症性歯根外吸収で、外
吸収は歯髄壊死、根尖性歯周炎の歯に多
くみられる。
　歯槽骨骨折では、修復過程において骨
吸収と骨形成がおきる。安静が保たれ、
感染がなければ、リモデリングが起こ
り、５週後には新生骨が形成され、数カ

小児の外傷
―応急処置から長期経過まで

れている。したがって、長期間にわたる
経過管理が必要となる。もし、歯根の形
態異常や萌出位置異常が生じた場合に
は、咬合誘導処置や矯正治療が必要にな
ることが多い。
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表　歯の損傷分類と治療法

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　　 
口腔機能再構築学講座　小児歯科学分野准教授 宮新美智世先生講演

現を監視する。形態異常は、萌出前の段
階でもエックス線写真上で確認されるこ
とがまれでない。永久歯に観察される白
斑や黄斑は、目立たない程度か、レジン
修復で審美的な改善が図れるものが多
い。
　減形成部位は、受傷後に再び健全エナ
メル質の形成が回復したことによって、
歯表面からのインピーダンス値は正常で
ある場合が多いが、表層エナメル質にも
異常がある場合は象牙質ならびに歯髄へ
の感染経路となるため、萌出後時間が経
つにつれて感染が進み、歯髄壊死や根尖
性歯周炎を合併し、保存不可能となる歯
もある。
　したがって、歯肉内萌出時期か、萌出
当初に減形成部位を口腔内に露出させ、
これをセメントやレジンで被覆すること
から開始する。さらに、萌出状態や対合
歯の位置に応じて、成長発育に適したレ
ジン修復や仮冠装着などで感染を防ぎつ
つ、咬合と審美性を維持する必要があ
る。
　乳歯受傷時年齢が低いほど、後継永久
歯はより重度の影響を受けることが知ら

診断 所見 処置法

硬
組
織
損
傷

歯冠破折 不完全破折（亀裂） レジンコーティング

露髄を伴わない破折（エナメル質・象牙質のみ） レジンコーティング
間接覆髄、接着性レジン等による歯冠修復

露髄を伴う破折
ａ：露髄面に壊死がない（可逆性歯髄炎）
ｂ： 露髄面に壊死があり（不可逆性歯髄炎、歯髄

壊死）

歯内療法後、歯冠修復
直接覆髄法、部分歯髄切断法
アペキシフィケーション、抜髄・感染根管
治療

歯根破折 破折線が歯槽骨縁下にあるもの 歯冠側破折片を（整復）固定（２カ月～）
歯内療法は歯冠破折に準じる

破折線が歯槽骨縁上にあるもの 歯冠側破折片除去後、歯内療法
矯正的もしくは外科的な挺出

歯冠―歯根破折 歯冠、歯根の双方に及ぶ破折 固定（２週、破折部位同定のため）
歯内療法後、矯正力による挺出
歯槽内移植、抜歯

歯
周
組
織
損
傷

震盪 病的動揺や変位がなく、打診痛があるもの 安静化

亜脱臼 病的動揺があるが変位がないもの 咬合痛なし 安静化

咬合痛あり 固定

脱臼 変位があり、歯槽骨骨折も高頻度
側方脱臼：歯槽の歯軸側以外への変位
陥入：歯槽の歯軸側内方への変位
挺出：歯槽の歯軸側外方への変位

損傷が新鮮 整復後固定（２～６週）
重度陥入は２mm整復し、固定１週後から
矯正力による整復

損傷が陳旧 経過観察（軽症例）、もしくは矯正力によ
る整復

脱落 新鮮で歯の保存状態や歯槽の状態の良いもの 再植固定（２週～）、必要に応じ歯内療法

歯根膜の変性、壊死が確実なもの 根管充填後再植固定（２週～）

歯列に著しい叢生が見られるもの 保隙または矯正治療

めには、口腔の清潔化が効果的で
あるため、日ごろから歯科衛生士
とチームを組んで外傷患者への指
導を行える体制つくりを行ってお
くことが有効である。
　受傷時の状況や当初の所見な
ど、保険等に係る調査を受けるこ
ともまれではないので、記録を取
っておくことは重要である。

Ⅱ 　歯の外傷による各種
組織への影響（図、表）

１．エナメル質
　エナメル芽細胞と退縮エナメル
上皮は、外傷や感染によって　エ
ナメル質基質形成と２次的石灰化
が停止し、実質欠損をもたらす可
能性がある。このような形成不全
部やエナメル質の亀裂や破折は象
牙質や歯髄に物理・化学的刺激を
もたらす危険性をもつ。

２．牙質と歯髄
　脱臼がおきると、歯髄天蓋部で
象牙質の境界で剥れが起きること 図　歯と歯周組織の損傷の基本様式

「歯が折れた」と来院した患児の受傷歯に認められる
可能性がある損傷の例　　　　　　　　　　　　　

（唇側傾斜のない乳歯陥入は経過観察）

月間は骨が成熟する。しか
し感染がおきた場合は、細
菌が骨と骨髄に広がり、骨
は感染の中心部を隔離する
ような骨吸収と肉芽組織の
形成が生じ、腐骨が分離さ
れることがある。

４ ．乳歯の外傷に起因する
後継永久歯の形成異常
　受傷した乳歯の定期診査
に際しては、口腔内診査な
らびにエックス線診査をお
こない、後継永久歯冠や歯
根の形態や位置を観察し
て、萌出以後まで異常の発
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